
【参考】行政手続法（平成五年十一月十二日法律第八十八号）（抄） 

  

（意見公募手続）  

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案（命

令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。）及びこれに関連する資料をあ

らかじめ公示し、意見（情報を含む。以下同じ。）の提出先及び意見の提出のための期間

（以下「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の意見を求めなければならない。  

２ 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、か

つ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたもの

でなければならない。  

３ 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の 公示の日から起算して三十日以上

でなければならない。  

４ 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。  

一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続（以下「意

見公募手続」という。）を実施することが困難であるとき。  

二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額

の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法

律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。  

三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の

算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定

めようとするとき。  

四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家

行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは

第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関（以下「委員会等」とい

う。）の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者

の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益を

それぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされ

ているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。  

五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定

めようとするとき。  

六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定め

る命令等を定めようとするとき。  

七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の

廃止をしようとするとき。  

八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続

を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等
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を定めようとするとき。  

 

（意見公募手続の特例）  

第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見

提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定に

かかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、

当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。  

２ 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合（前条第四項第

四号に該当する場合を除く。）において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実

施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要

しない。 

 

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益

を付与する処分（以下「許認可等」という。）を求める行為であって、当該行為に対

して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。  

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これ

に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当す

るものを除く。 

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにす

るために法令上必要とされている手続としての処分 

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請を

した者を名あて人としてされる処分 

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が

消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの 

五 行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機

関、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項若し

くは第二項に規定する機関、国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）

第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこ

れらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 

ロ 地方公共団体の機関（議会を除く。） 

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実
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現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為

であって処分に該当しないものをいう。 

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 

イ 法律に基づく命令（処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に

「命令」という。）又は 規則 

ロ 審査基準（申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに

従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。） 

ハ 処分基準（不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかにつ

いてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同

じ。） 

ニ 行政指導指針（同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者

に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容と

なるべき事項をいう。以下同じ。） 
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